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新旧対照表 

（マチピ加盟店規約の改正） 

２０２６年５月２５日 

改定後 改定前 

第２条（定義） 

（２０）「専用端末等」とは，専用端末、当

社が提供する決済用アプリケーションソフ

トウェア又はＱＲコード等のことをいいま

す。 

 

第７条（システム） 

加盟店がポイント発行プログラムに加盟す

るにあたり，まちペイは，加盟店に対し，専

用端末等を貸与し、又は店舗アプリの利用

を許諾します。 

 

第２条（定義） 

（２０）「専用端末等」とは，専用端末又は

ＱＲコード等のことをいいます。 

 

 

 

第７条（システム） 

加盟店がポイント発行プログラムに加盟す

るにあたり，まちペイは，加盟店に対し，専

用端末等を貸与します。 

 

 


